
�愛媛県規則第５１号
クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則

クリーニング業法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第５８号）

の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「第１条の２第１項」を「第１条の３第１

項及び第２項」に改め、同条第２項中「省令第１条の２第２

項の規定により行なう」を「法第５条第３項の規定による」

に、「同条第１項第５号」を「省令第１条の３第１項第５号

」に改め、「第６号」の下に「並びに第２項第６号及び第７

号」を加える。

第８条第１号中「第１条の２第１項」を「第１条の３第１

項」に、「クリーニング営業届」を「クリーニング所営業届

」に改め、同号の次に次の１号を加える。

�の２ 省令第１条の３第２項の規定による無店舗取次店

営業届 第１号の２様式

第８条第２号中「第１条の２第２項」を「第１条の３第３

項」に、「クリーニング営業届出事項変更届」を「クリーニ

ング所営業届出事項変更届」に改め、同号の次に次の１号を

加える。

�の２ 省令第１条の３第３項の規定による無店舗取次店

営業届出事項変更届 第２号の２様式

第８条第３号中「第１条の２第２項」を「第１条の３第３

項」に、「クリーニング営業廃止届」を「クリーニング所営

業廃止届」に改め、同条第３号の２中「第３号の２様式」を

「第３号の３様式」に改め、同号を同条第３号の３とし、同

条第３号の次に次の１号を加える。

�の２ 省令第１条の３第３項の規定による無店舗取次店

営業廃止届 第３号の２様式

第８条第４号中「クリーニング営業承継届」を「クリーニ

ング所営業承継届」に改め、同号の次に次の１号を加える。

�の２ 省令第２条の２第１項、第２条の３第１項及び第

２条の４第１項の規定による無店舗取次店営業承継届

第４号の２様式

第１号様式中「） クリーニング営業届」を「） クリー

ニング所営業届」に改め、同様式（表）中「クリーニング営

業届」を「クリーニング所営業届」に改め、同様式（表）５

及び６中「登録県名」を「登録都道府県名」に改め、同様式

（表）７中「従業者数」を「従事者数」に改め、同様式（表

）注�を削り、同様式（表）注�中「６」を「６の欄」に改
め、同様式（表）注中�を�とし、�を�とし、同様式の次
に次の１様式を加える。
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第１号の２様式（第８条関係） 無店舗取次店営業届

（表）

無店舗取次店営業届
年 月 日

愛媛県知事 殿

氏名��
法人にあつては名称�

� �及び代表者の氏名

１ 名 称

２ 業務用車両の自動車登録番号又は車両番号及び車両の保管場所

３ 営業開始予定年月日 年 月 日

４ 営 業 者 の 本 籍 �
�
法人にあつては所在地、�

�住 所 名称及び代表者の氏名

氏 名 年 月 日生

電話番号

５ クリーニング師の本 籍

住 所

氏 名 年 月 日生
免 許 事 項 年 月 日 登録第 号（登録都道府県名）

６ 従 事 者 数

７ クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第３条第３項第５号に規定する

洗濯物を取り扱わない無店舗取次店にあつては、その旨

８ 添 付 書 類 � クリーニング業法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第５８

号）第２条の診断書

� クリーニング業法施行規則（昭和２５年厚生省令第３５号

）第２条の書類

注 � 届出者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名することができ

る。

� ５の欄については、２人以上ある場合は全員について記載すること。

� ※印のところは、記入しないこと。

愛 媛 県 報平成１６年１０月１日 第１５９７号
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（裏）

営 業 区 域

業 務 用 車 両 の

構 造 の 概 要

（未処理と処理済

の区分・洗濯物の

汚染防止対策等を

示すこと。）

※備 考

愛 媛 県 報平成１６年１０月１日 第１５９７号
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第２号様式中「クリーニング営業届出事項変更届」を「ク

リーニング所営業届出事項変更届」に改め、同様式４中「（

構造設備、営業者氏名、管理人、クリーニング師、名称）」

を削り、同様式５�中「従業者」を「従事者」に改め、同様
式の次に次の１様式を加える。

第２号の２様式（第８条関係） 無店舗取次店営業届出事項

変更届

無店舗取次店営業届出事項変更届

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所�
�
法人にあつては所在地、�

�氏名 名称及び代表者の氏名

１ 名 称

２ 業務用車両の自動車登録番号又は車両番号及び車両の保管場所

３ 変更年月日 年 月 日

４ 変更事項

新

旧

５ 添付書類 � 業務用車両の構造の変更の場合は、その概要が分かるもの

� 新たに従事者となつた者の診断書

第３号様式中「クリーニング営業廃止届」を「クリーニン

グ所営業廃止届」に改める。

第３号の２様式を第３号の３様式とし、第３号様式の次に

次の１様式を加える。

第３号の２様式（第８条関係） 無店舗取次店営業廃止届

無店舗取次店営業廃止届

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所�
�
法人にあつては所在地、�

�氏名 名称及び代表者の氏名

１ 名 称

２ 業務用車両の自動車登録番号又は車両番号及び車両の保管場所

３ 廃止年月日 年 月 日

４ 廃止の理由

第４号様式中「） クリーニング営業承継届」を「） ク

リーニング所営業承継届」に改め、同様式（その１）中「相

続によるクリーニング営業承継届」を「相続によるクリーニ

ング所営業承継届」に改め、同様式（その１）注意事項２�
を次のように改める。

� クリーニング業法施行規則（昭和２５年厚生省令第

３５号）第２条の２第３項において準用する同省令第

２条の書類

第４号様式（その２）中「合併（分割）によるクリーニン

グ営業承継届」を「合併（分割）によるクリーニング所営業

承継届」に改め、同様式（その２）注意事項２�を次のよう
に改める。

� クリーニング業法施行規則（昭和２５年厚生省令第

３５号）第２条の３第３項又は第２条の４第３項にお

いて準用する同省令第２条の書類

第４号様式の次に次の１様式を加える。

愛 媛 県 報平成１６年１０月１日 第１５９７号

９８２



第４号の２様式（第８条関係） 無店舗取次店営業承継届

第４号の２様式（その１） 相続による場合

相続による無店舗取次店営業承継届

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所

届出者

氏名 �

年 月 日生

（被相続人との続柄 ）

被相続人
氏 名

住 所

相 続 開 始 の 年 月 日 年 月 日

無 店 舗 取 次 店 の 名 称

無店舗取
次店の業
務用車両

保 管 場 所

自動車登録番号
又 は 車 両 番 号

注意事項

１ 記名押印に代えて署名することができます。

２ 次の書類を添付してください。

� 戸籍謄本

� 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の

地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同

意書

� クリーニング業法施行規則（昭和２５年厚生省令第３５号）第２条の２第

３項において準用する同省令第２条の書類

愛 媛 県 報平成１６年１０月１日 第１５９７号
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第４号の２様式（その２） 合併又は分割による場合

合併（分割）による無店舗取次店営業承継届

年 月 日

愛媛県知事 殿

名称

届出者 主たる事務所の所在地

代表者の氏名 �

合併により

消滅した法

人又は分割

前 の 法 人

名 称

主たる事務所の所在地

代 表 者 の 氏 名

合 併 又 は 分 割 の 年 月 日 年 月 日

無 店 舗 取 次 店 の 名 称

無 店 舗 取

次 店 の 業

務 用 車 両

保 管 場 所

自 動 車 登 録 番 号

又 は 車 両 番 号

注意事項

１ 不要の文字は、抹消してください。

２ 次の書類を添付してください。

� 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によ

り営業を承継した法人の登記簿の謄本

� クリーニング業法施行規則（昭和２５年厚生省令第３５号）第２条の３第

３項又は第２条の４第３項において準用する同省令第２条の書類

愛 媛 県 報平成１６年１０月１日 第１５９７号

９８４



附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現にある改正前のクリーニング業法施

行細則第１号様式、第２号様式、第３号様式及び第４号様

式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して

使用することができる。

告 示

�愛媛県告示第２０１５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、上島町長職務執行者から次のとおり字の区域を新た

に画する旨の届出があった。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２０１６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、上島町長職務執行者から次のとおり字の名称を変更

する旨の届出があった。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２０１７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、愛南町長職務執行者から次のとおり字の区域を新た

に画する旨の届出があった。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

字の名称 左記の区域に該当する区域 摘 要

生名 旧生名村の区域

岩城 旧岩城村の区域

魚島 旧魚島村の区域

変 更 前 変 更 後

久司浦 弓削久司浦

沢津 弓削沢津

上弓削 弓削上弓削

引野 弓削引野

明神 弓削明神

下弓削 弓削下弓削

太田 弓削太田

土生 弓削土生

鎌田 弓削鎌田

日比 弓削日比

藤谷 弓削藤谷

狩尾 弓削狩尾

大谷 弓削大谷

豊島 弓削豊島

佐島 弓削佐島

百貫 弓削百貫

字の名称
左記の区域に該当する区域

摘 要
字 名 地 番

一本松 増田 ５０４５、５０４７の１から５０４７の５まで、５０
４８の１から５０４８の３まで、５０４９の１か
ら５０４９の３まで、５０５０の１から５０５０の
３まで、５０５２の１から５０５２の４まで、
５０５３の３から５０５３の６まで、５０５４の１
から５０５４の６まで、５０５５の１から５０５５
の３まで、５０５６の２、５０５６の４、５０５７
の１から５０５７の３まで、５０５８から５０６０
まで、５０６１の１、５０６１の２、５０６２の１
から５０６２の３まで、５０６３から５０６９まで
、５０７０の１、５０７０の２、５０７１の１から
５０７１の６まで、５０７２、５０７３の１から５０
７３の４まで、５０７４の１、５０７４の２、５０
７５から５０７７まで、５０７８の１、５０７８の２
、５０８０から５０８３まで、５０８４の１、５０８４
の２、５０８５から５０８７まで、５０８８の１、
５０８８の２、５０８９の１から５０８９の３まで
、５０９０、５０９１の１、５０９１の２、５０９２の
１、５０９２の２、５０９３、５０９４の１、５０９４
の２、５０９５、５０９６の１、５０９６の２、５０
９７の１、５０９７の２、５０９８の１、５０９８の
２、５０９９の１から５０９９の７まで、５１００
の１から５１００の３まで、５１０１の１から
５１０１の３まで、５１０２の１から５１０２の３
まで、５１０３の１、５１０３の２、５１０４の１
、５１０４の２、５１０５の１から５１０５の３ま
で、５１０６、５１０７の１、５１０７の２、５１０８
から５１１３まで、５１１４の１、５１１４の２、
５１１５の１、５１１５の２、５１１６の１、５１１６
の２、５１１７から５１２０まで、５１２１の１、
５１２１の２、５１２２から５１３６まで、５１３７の
１から５１３７の４まで、５１３８から５１４６ま
で、５１４７の１、５１４７の２、５１４８から５１
５２まで、５１５３の１、５１５３の２、５１５４の
１、５１５４の２、５１５５から５１６１まで、５１
６２の１、５１６２の２、５１６３の１から５１６３
の３まで、５１６４、５１６５の１、５１６５の２
、５１６６、５１６７の１、５１６７の２、５１６８、
５１６９、５１７０の１から５１７０の３まで、５１
７１から５１８０まで、５１８１の１、５１８１の２
、５１８２の１、５１８２の２、５１８３、５１８４、
５１８５の１から５１８５の３まで、５１８６、５１
８７の１から５１８７の５まで、５１９０の１、
５１９０の２、５１９１の１、５１９１の２、５２３６
、５２４８の１、５２４９の１、５２５０の１

これに伴
う道路、
水路等を
含む。

中川 ７７の６、８１の１、８１の２、８２、８６の１
、８６の４、８８の１、８８の３から８８の５
まで、８９の１から８９の４まで、９０、９１
の１、９１の２、９２から９４まで、９５の１
、９５の２、９６の１から９６の４まで、９７
から１０１まで、１０２の１から１０２の３ま
で、１０３、１０４の１、１０４の２、１０５の１
から１０５の３まで、１０６の１、１０６の２、
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上大道 満倉 １の１から１の３まで、２の１から２
の３まで、３の１、３の２、４から８
まで、８の２、９から４６まで、４６の２
から４６の４まで、４７の１から４７の３ま
で、４８の１から４８の３まで、４９の１か
ら４９の３まで、５０の１から５０の４まで
、５１、５２、５３の１から５３の３まで、５４
の１から５４の５まで、５５、５５の２から
５５の４まで、５６の１、５６の２、５７の１
から５７の３まで、５８、５８の２、５８の３
、５９から６１まで、６２の１から６２の５ま
で、６３の１から６３の３まで、６４から７１
まで、７２の１から７２の３まで、７３の１
から７３の３まで、７４の１、７５の１から
７５の３まで、７６の１、７６の２、７７から
８６まで、８７の１、８８の１、８８の２、８９
の１、８９の２、９０、９１、９２の１、９２の
２、９３、９４の１、９４の２、９４の４、９４
の５、９５の１、９６の１、９７の１、９８の
１、９８の３、９９の１、１００から１０８まで
、１０９の１、１０９の２、１１０の１、１１０の
２、１１１の１、１１１の２、１１２の１から１
１２の６まで、１１３の１から１１３の１１まで
、１１４、１１５の１、１１５の２、１１６、１１７
の１、１１７の２、１１８の１、１１８の２、１
１９、１２０の１、１２０の２、１２１の１、１２１
の２、１２２、１２３、１２４の１、１２４の２、
１２５から１２７まで、１２８の１、１２８の２、
１２９、１３０の１、１３０の２、１３１から１３５
まで、１３６の１、１３６の２、１３７の１、１
３７の２、１３８から１４０まで、１４１の１か
ら１４１の３まで、１４２の１から１４２の３
まで、１４３、１４５の１、１４５の２、１４６、
１４７の１、１４７の２、１４８の１、１４８の２
、１４９の１、１４９の２、１５０の１、１５０の
２、１５１、１５２の１から１５２の３まで、１
５３、１５４、１５５の１、１５５の２、１５６の１
、１５６の２、１５７の１、１５７の２、１５８の
１、１５８の２、１５９、１６０の１、１６０の２
、１６１、１６２の１から１６２の５まで、１６３
から１６７まで、１６７の２、１６８の１、１６８
の２、１６９の１、１６９の２、１７０の１か
ら１７０の４まで、１７１から１７３まで、１７４
の１、１７４の２、１７５から１８２まで、１８３
の１から１８３の３まで、１８４から１９７ま
で、１９８の１、１９８の３から１９８の５ま
で、１９９から２１３まで、２１４の１から２１４
の３まで、２１５から２２４まで、２２５の１、
２２５の２、２２６の１から２２６の４まで、２
２７から２３０まで、２３１の１、２３２から２４１
まで、２４３から２４６まで、２４７の１、２４７
の２、２４８から２５１まで、２５２の１、２５２
の４、２５３から２５７まで、２５８の１、２５８
の３、２５９の１から２５９の３まで、２６０
の１、２６０の２、２６１、２６１の２、２６２の
１、２６３の１、２６４の１から２６４の９ま
で、２６５から２６７まで、２６８の１、２６８の
２、２６９の１、２６９の２、２７０の１、２７０
の２、２７１の１、２７１の２、２７２の１、２
７２の２、２７３の１から２７３の４まで、２７
４の１、２７４の２、２７５の１から２７５の４
まで、２７６から２８６まで、２８７の１、２８８
から３０５まで、３０６の１、３０６の２、３０７
の１、３０７の２、３０８の１、３０８の２、３
０９から３１５まで、３１６の１から３１６の３
まで、３１７の１から３１７の３まで、３１８、
３１９の１から３１９の３まで、３２０、３２１、
３２２の１から３２２の４まで、３２３の１、３
２３の２、３２４の１から３２４の３まで、３２
５から３２７まで、３２８の１、３２８の２、３２
９の１から３２９の３まで、３３０、３３１の１
、３３１の２、３３２の１、３３２の２、３３３か
ら３３７まで、３３８の１、３３８の２、３３９の
１、３３９の２、３４０の１、３４０の２、３４１
の１、３４１の２、３４２の１から３４２の６
まで、３４３から３４８まで、３４９の１、３４９
の２、３５０の１、３５０の２、３５１から３５３
まで、３５４の１から３５４の３まで、３５５
から３６２まで、３６２の２、３６３から３６７ま
で、３６７の２、３６８から４３６まで、４３７の
１から４３７の３まで、４３８の１から４３８

１０７の１、１０７の２、１０８の１から１０８の
４まで、１０９の１から１０９の６まで、１１
０の１、１１０の２、１１１、１１２、１１３の１、
１１３の２、１１４から１２５まで、１２６の１、
１２６の２、１２７から１３７まで、１３８の１、
１３８の２、１３９の１、１３９の２、１４０の１
から１４０の３まで、１４１の１から１４１の
３まで、１４３の１から１４３の３まで、１４
４の１から１４４の３まで、１４５の１から１
４５の３まで、１４６の１、１４６の２、１４７、
１４８の１、１４８の２、１５０、１５１の２、１５
４の２、１５４の３、１５８の２、１５９の３、
１６２、１６４の２、１６５の２、１６８の１、１６
８の５から１６８の７まで、１６９の１、１６９
の２、１７０の１から１７０の４まで、１７１
の１、１７１の２、１７２の１から１７２の３
まで、１７４の１、１７４の５、１７４の６、１
２２７の２から１２２７の４まで、１２２８から１
２３３まで、１２３４の１から１２３４の３まで、
１２３５の１、１２３５の２、１２３６から１２３８ま
で、１２３９の１、１２３９の２、１２４０から１２
４５まで、１２５１の２から１２５１の４まで、
１２５１の６から１２５１の１１まで、１２５５、１２
５６、１２５７の１、１２５９、１２６０、１２６１の１
、１２６１の２、１２６２から１２６９まで、１２７０
の１、１２７０の２、１２７１の１から１２７１の
３まで、１２７２、１２７３の１、１２７３の２、
１２７４の１、１２７４の２、１２７５の１、１２７５
の２、１２７６の１、１２７６の２、１２７７の１
、１２７７の２、１２７８から１２８１まで、１２８１
の２、１２８１の３、１２８２、１２８３の１、１２
８３の２、１２８５の１、１２８５の２、１２８６、
１２８７の１、１２８７の４から１２８７の７まで
、１２８７の１０、１２８８の３、１２８８の４、１２
８９の１、１２８９の２、１２９０、１２９１、１２９２
の１から１２９２の３まで、１２９３の１、１２
９３の２

広見 ３３５５の２、３３５５の４、３３５６の２、３３５８
の２、３３６８の２、３３６８の４、３３６９の１
、３３７０の１、３３７０の３、３３７１の１、３３
７１の２、３３７２、３３７３の１、３３７３の３か
ら３３７３の９まで、３３７５の１、３３７５の３
、３３７５の４、３３７９の１、３３７９の３から
３３７９の５まで、３３８０、３３８１、３３８２の１
から３３８２の３まで、３３８３の１から３３８３
の５まで、３３８４から３３９０まで、３３９１の
２、３３９５の２、３３９８、３３９９の２、３４００
の２、３４０２の１、３４０２の２、３４０３の２
、３４０４の１、３４０５の２、３４１１、３４１２、
３４１３の１、３４１６、３４６８から３４７３まで、
３４７４の１、３４７４の２、３４７５から３４８１ま
で、３４８２の１から３４８２の３まで、３４８３
の１から３４８３の５まで、３４８４の１から
３４８４の４まで、３４８５の１から３４８５の６
まで、３４８６から３４９７まで、３４９８の１か
ら３４９８の３まで、３４９９、３５００の１、３５
００の２、３５０１から３５１２まで、３５１３の１
、３５１３の２、３５１４の１、３５１４の２、３５
１５の１、３５１５の２、３５１６の１、３５１６の
２、３５１７の１、３５１７の２、３５１８の１か
ら３５１８の３まで、３５１９の１、３５１９の２
、３５２０、３５２１、３５２２の１、３５２２の２、
３５２３から３５２８まで、３５２９の１、３５２９の
２、３５３０の１から３５３０の３まで、３５３１
の１、３５３１の２、３５３２の１から３５３２の
４まで、３５３３、３５３４の１、３５３４の２、
３５３５から３５４４まで、３５４５の１、３５４５の
２、３５４６から３５５０まで、３５５１の１、３５
５１の２、３５５２から３５６８まで、３５７０の１
、３５７０の２、３５７１の１、３５７１の２、３５
７２、３５７３の１、３５７３の２、３５７４の１か
ら３５７４の５まで、３５７５から３５７７まで、
３５７８の１、３５７８の２、３５７９から３５８８ま
で、３５８９の１、３５８９の２、３５９０、３５９１
、３５９２の１、３５９２の２、３５９３から３５９５
まで、３５９７から３６０６まで、３６０７の１、
３６０７の２、３６０８から３６１４まで、３６１５の
１、３６１５の３、３６１７の１、３６１９の２、
３６２０の１、３６２０の３、３６２１の１、３６２１
の３

愛 媛 県 報平成１６年１０月１日 第１５９７号

９８６



の４まで、４３９の１、４３９の２、４４０の
１、４４０の２、４４１の１から４４１の３ま
で、４４２、４４３、４４５から４４８まで、４４９
の１、４４９の２、４５０から４５４まで、４５５
の１、４５５の２、４５６から４６７まで、４６８
の１、４６８の２、４６９から４７７まで、４７７
の２、４７８から４８０まで、４８１の１、４８１
の２、４８２の１、４８２の２、４８３から５０２
まで、５０６、５０７、５０７の２、５０８の１、
５０９の１、５１０から５３９まで、５４２の１、
５４３の１、５４４の１、５４５の１、５４５の２
、５４６の１から５４６の４まで、５４７の１、
５４７の２、５４８から５７６まで、５７７の１、
５７７の２、５７８、５７９の１、５７９の２、５８
０の１から５８０の４まで、５８１の１から５
８１の４まで、５８２の１から５８２の３まで
、５８３の１、５８３の２、５８４の１、５８４の
２、５８５の１から５８５の３まで、５８６、５
８７の１、５８７の２、５８８、５８９の１から５
８９の３まで、５９０、５９１の１、５９１の２、
５９２の１、５９２の２、５９３の１、５９４から
６１３まで、６１４の１、６１４の２、６１５の１
、６１５の２、６１６、６１７の１、６１７の２、
６１８から６２２まで、６２３の１、６２３の２、
６２４の１、６２４の２、６２５、６２６の１から
６２６の３まで、６２７から６４６まで、６４７の
１から６４７の３まで、６４８から６６７まで、
６６８の１から６６８の３まで、６６９から６７７
まで、６７８の１、６７８の２、６７９から６８５
まで、６８６の１、６８６の２、６８７、６８８、
６８９の１、６８９の２、６９０から７０１まで、
７０２の１、７０２の２、７０３の１、７０３の２
、７０４から７０６まで、７０７の１から７０７の
４まで、７０８、７０９の２、７０９の４から７
０９の６まで、７１０の１、７１０の２、７１１
の１、７１１の２、７１２、７１３、７１４の１、
７１４の２、７１５、７１６の１、７１６の２、７１
７から７２０まで、７２１の１から７２１の３ま
で、７２２の１、７２２の２、７２３、７２４、７２
４の２、７２５から７２８まで、７３０から７３８
まで、７３９の１、７３９の２、７４０の１、７
４０の２、７４１の１、７４１の２、７４２の１、
７４２の２、７４３から７４９まで、７４９の２、
７４９の３、７５０から７５２まで、７５２の２、
７５３、７５３の２、７５３の３、７５４、７５４の
２、７５５、７５６の１、７５６の２、７５７から
７６１まで、７６２の１、７６２の２、７６３の１
、７６３の２、７６４の１、７６４の２、７６５の
１から７６５の３まで、７６６、７６７の１か
ら７６７の３まで、７６８の１から７６８の３
まで、７６９の１、７６９の２、７７０、７７１、
７７２の１、７７２の２、７７３の１から７７３の
３まで、７７４、７７５の１から７７５の３ま
で、７７６の１から７７６の３まで、７７７か
ら７８５まで、７８６の１、７８６の２、７８７か
ら７９４まで、７９５の１、７９６の１、７９７、
７９８、７９９の２、８００の１、８０１の１、８０
１の２、８０２の１から８０２の３まで、８０３
の１、８０３の２、８０４の１、８０４の２、８
０５から８０７まで、８０９の１、８０９の２、８
１０の１、８１０の２、８１１から８３４まで、８
３４の２、８３５から８４２まで、８４３の１、８
４３の２、８４４から８５４まで、８５５の１、８
５５の２、８５６、８５７の１、８５７の２、８５８
、８５９の１、８５９の２、８６０の１、８６０の
２、８６１の１、８６１の２、８６２の１、８６２
の２、８６３から８６５まで、８６５の２、８６５
の３、８６６の１、８６６の２、８６７から８６９
まで、８７０の１、８７０の２、８７１から８８１
まで、８８２の１、８８２の２、８８３、８８４、
８８５の１から８８５の３まで、８８６の１、８
８６の２、８８７から９０１まで、９０２の１、９
０２の２、９０３の１から９０３の３まで、９０
４の１、９０４の２、９０５の１から９０５の３
まで、９０６から９１８まで、９１９の１から９
１９の３まで、９２０から９４６まで、９４７の
１、９４７の２、９４８の１、９４８の２、９４９
から９５２まで、９５３の１から９５３の４ま
で、９５４の１から９５４の３まで、９５５の
１から９５５の５まで、９５６の１、９５６の
２、９５７から９７５まで、９７６の１、９７６の

２、９７７、９７８の１、９７８の２、９７９、９８
０の１、９８０の２、９８１、９８２、９８３の１、
９８３の２、９８４の１、９８４の２、９８５から
１０１０まで、１０１２、１０１３、１０１４の１、１０
１４の２、１０１５から１０１７まで、１０１８の１
、１０１８の２、１０１９の１、１０１９の２、１０
２０の１から１０２０の３まで、１０２１の１、
１０２１の２、１０２２の１から１０２２の５まで
、１０２３の１から１０２３の３まで、１０２４の
１から１０２４の３まで、１０２５の１、１０２５
の２、１０２６の１から１０２６の４まで、１０
２７、１０２８の１から１０２８の７まで、１０２９
から１０３１まで、１０３１の２から１０３１の４
まで、１０３２の１、１０３２の２、１０３３の１
から１０３３の３まで、１０３４の１から１０３４
の６まで、１０３５の１から１０３５の６まで
、１０３６、１０３７の１、１０３７の２、１０３８か
ら１０４２まで、１０４３の１、１０４３の２、１０
４４の１、１０４４の２、１０４５から１０５２まで
、１０５３の１、１０５３の２、１０５４の１、１０
５４の２、１０５５、１０５６、１０５７の１から１０
５７の４まで、１０５８から１０６０まで、１０６１
の１から１０６１の４まで、１０６２の１、１０
６２の２、１０６３の１、１０６３の２、１０６４、
１０６４の２、１０６４の３、１０６５、１０６６、１０
６６の２、１０６６の３、１０６７、１０６８の１、
１０６８の２、１０６９、１０７０、１０７１の１から
１０７１の４まで、１０７２の１から１０７２の５
まで、１０７３の１から１０７３の６まで、１０
７４の１から１０７４の９まで、１０７５から１０
８６まで、１０８７の１、１０８７の２、１０８８か
ら１０９１まで、１０９２の１、１０９２の２、１０
９３の１、１０９３の２、１０９４の１から１０９４
の４まで、１０９５から１０９７まで、１０９８の
１、１０９８の２、１０９９から１１０１まで、１１
０２の１、１１０２の２、１１０３、１１０４、１１０５
の１、１１０５の２、１１０６の１、１１０６の２
、１１０７の１、１１０７の２、１１０８、１１０９、
１１１０の１、１１１０の２、１１１１から１１１７ま
で、１１１８の１、１１１８の２、１１１９から１１
５５まで、１１５６の１、１１５６の２、１１５７の
１、１１５７の２、１１５８の１から１１５８の３
まで、１１５９、１１６１の１、１１６１の２、１１
６２の１、１１６２の２、１１６３、１１６４、１１６５
の１、１１６５の２、１１６６の１から１１６６の
４まで、１１６７の１から１１６７の３まで、
１１６８の１から１１６８の４まで、１１６９の１
から１１６９の３まで、１１７０、１１７１の１、
１１７１の２、１１７２、１１７３、１１７４の１、１１
７４の２、１１７５、１１７６の１から１１７６の３
まで、１１７７から１１８５まで、１１８６の１、
１１８６の２、１１８７、１１８７の２、１１８８の１
、１１８８の２、１１８９の１、１１８９の２、１１
９０、１１９１の１から１１９１の５まで、１１９２
の１、１１９２の２、１１９３の１、１１９３の２
、１１９４の１から１１９４の３まで、１１９５の
１から１１９５の４まで、１１９６の１から１１
９６の３まで、１１９７から１２００まで、１２００
の２、１２００の３、１２０１の１、１２０１の２
、１２０２から１２０５まで、１２０６の１、１２０６
の２、１２０７、１２０７の２、１２０８から１２１０
まで、１２１１の１、１２１１の２、１２１２の１
、１２１２の２、１２１３の１、１２１３の２、１２
１４の１から１２１４の３まで、１２１５の１、
１２１５の２、１２１６の１、１２１６の２、１２１７
の１、１２１７の２、１２１８の１、１２１８の２
、１２１９から１２２１まで、１２２２の１、１２２２
の２、１２２３、１２２４の１、１２２４の２、１２
２５の１から１２２５の５まで、１２２６の１か
ら１２２６の３まで、１２２７から１２３０まで、
１２３１の１、１２３１の２、１２３２から１２３５ま
で、１２３６の１、１２３６の２、１２３７の１、
１２３７の２、１２３８の１、１２３８の２、１２３９
の１から１２３９の４まで、１２４０の１、１２
４０の２、１２４１の１、１２４１の２、１２４２、
１２４２の２から１２４２の４まで、１２４３の１
、１２４３の２、１２４４の１、１２４４の２、１２
４５、１２４６、１２４７の１、１２４７の２、１２４８
の１、１２４８の２、１２４９の１、１２４９の２
、１２５０から１２５２まで、１２５３の１、１２５３
の２、１２５４、１２５５の１、１２５５の２、１２
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５６の１、１２５６の２、１２５７の１、１２５７の
２、１２５８の１から１２５８の３まで、１２５９
の１、１２５９の２、１２６０の１から１２６０の
３まで、１２６１の１から１２６１の４まで、
１２６２、１２６３の１から１２６３の３まで、１２
６４の１、１２６４の２、１２６５の１、１２６５の
２、１２６６、１２６７、１２６８の１から１２６８の
３まで、１２６９から１２７１まで、１２７２の１
、１２７２の２、１２７３の１、１２７３の２、１２
７４、１２７５の１、１２７５の２、１２７６、１２７７
、１２７８の１から１２７８の３まで、１２７９の
１、１２７９の２、１２８０の１から１２８０の３
まで、１２８１の１から１２８１の３まで、１２
８２の１、１２８２の２、１２８３、１２８４の１、
１２８４の２、１２８５、１２８６の１、１２８６の２
、１２８７、１２８７の２、１２８８から１２９３まで
、１２９４の１から１２９４の３まで、１２９５の
１、１２９５の２、１２９６から１３１９まで、１３
２０の１、１３２０の２、１３２１の１、１３２１の
２、１３２２の１、１３２２の２、１３２３の１、
１３２３の２、１３２４の１、１３２４の２、１３２５
から１３３３まで、１３３３の２、１３３４から１３
４５まで、１３４６の１から１３４６の３まで、
１３４７、１３４８の１、１３４８の２、１３４９の１
、１３４９の２、１３５０の１から１３５０の７ま
で、１３５１の１から１３５１の３まで、１３５２
から１３６０まで、１３６１の１から１３６１の３
まで、１３６２、１３６３、１３６４の１、１３６４の
２、１３６５の１、１３６５の２、１３６６、１３６７
の１、１３６７の２、１３６８の１、１３６８の２
、１３６９の１、１３６９の２、１３７０の１、１３
７０の２、１３７１の１、１３７１の２、１３７２か
ら１３７４まで、１３７５の１、１３７５の２、１３
７６、１３７７の１、１３７７の２、１３７８の１、
１３７８の２、１３７９から１３８１まで、１３８２の
１から１３８２の３まで、１３８３の１、１３８３
の２、１３８４、１３８５、１３８６の１、１３８６の
２、１３８７の１、１３８７の２、１３８８、１３８９
、１３９０の１、１３９０の２、１３９１の１、１３
９１の２、１３９２から１３９５まで、１３９６の１
、１３９６の２、１３９７の１、１３９７の２、１３
９８の１、１３９８の２、１３９９、１４００の１、
１４００の２、１４０１の１から１４０１の３まで
、１４０２の１から１４０２の３まで、１４０３、
１４０４の１、１４０４の２、１４０５の１、１４０５
の２、１４０６の１、１４０６の２、１４０７から
１４１１まで、１４１１の２、１４１２から１４１８ま
で、１４１８の２、１４１９、１４２０の１、１４２０
の２、１４２１、１４２２、１４２３の１、１４２３の
２、１４２４から１４３９まで、１４３９の２、１４
４０から１４４２まで、１４４５から１４４８まで、
１４４９の１、１４４９の２、１４５０から１４５６ま
で、１４５７の１から１４５７の３まで、１４５８
から１４６１まで、１４６１の２、１４６２から１４
７２まで、１４７３の１、１４７３の２、１４７４の
１、１４７４の２、１４７５、１４７６、１４７７の１
から１４７７の５まで、１４７８、１４７９、１４８０
の１、１４８０の２、１４８１の１から１４８１の
３まで、１４８２、１４８３の１から１４８３の３
まで、１４８４の１、１４８４の２、１４８５、１４
８６の１、１４８６の２、１４８７の１、１４８７の
２、１４８８の１から１４８８の３まで、１４８９
の１、１４８９の２、１４９０、１４９１の１、１４
９１の２、１４９２の１、１４９２の２、１４９３の
１から１４９３の４まで、１４９４、１４９５の１
、１４９５の２、１４９６の１、１４９６の２、１４
９７の１、１４９７の２、１４９８の１から１４９８
の３まで、１４９９から１５０２まで、１５０３の
１、１５０３の２、１５０４の１、１５０４の２、
１５０５から１５０８まで、１５０９の１、１５０９の
２、１５１０の１、１５１０の２、１５１１の１、
１５１１の２、１５１２から１５１６まで、１５１６の
２、１５１７、１５１８、１５１８の２、１５１９から
１５３６まで、１５３７の１、１５３７の２、１５３８
から１５４４まで、１５４４の２、１５４５から１５
５９まで、１５６０の１、１５６０の２、１５６１か
ら１５６３まで、１５６３の２、１５６４から１５６７
まで、１５６８の１、１５６８の２、１５６９から
１５７１まで、１５７１の２、１５７２の１、１５７２
の２、１５７３から１５８７まで、１５８８の１か
ら１５８８の６まで、１５８９の１から１５８９の

３まで、１５９０の１から１５９０の６まで、
１５９１の１、１５９１の２、１５９２の１、１５９２
の２、１５９３の１から１５９３の３まで、１５
９４の１から１５９４の３まで、１５９５の１、
１５９５の２、１５９６の１から１５９６の３まで
、１５９７の１、１５９７の２、１５９８、１５９９の
１、１５９９の２、１６００の１、１６００の２、
１６０１の１、１６０１の２、１６０２の１から１６
０２の３まで、１６０３の１、１６０３の２、１６
０４の１、１６０４の２、１６０５、１６０６、１６０７
の１、１６０７の２、１６０８の１から１６０８の
４まで、１６０９の１、１６０９の２、１６１０、
１６１０の２、１６１１から１６１４まで、１６１５の
１、１６１５の２、１６１６の１から１６１６の３
まで、１６１７の１から１６１７の５まで、１６
１８から１６２０まで、１６２１の１から１６２１の
３まで、１６２２の１、１６２２の２、１６２３の
１、１６２３の２、１６２４、１６２５の１、１６２５
の２、１６２６から１６４０まで、１６４０の２、
１６４０の３、１６４１から１６４３まで、１６４３の
２、１６４４から１６５４まで、１６５６から１６５９
まで、１６６０の１、１６６０の２、１６６１の１
、１６６１の２、１６６２から１６６４まで、１６６４
の２、１６６５から１６７８まで、１６７９の１、
１６７９の２、１６８０から１６８３まで、１６８４の
１、１６８４の２、１６８５の１から１６８５の３
まで、１６８６の１から１６８６の３まで、１６
８７、１６８８の１から１６８８の３まで、１６８９
から１６９１まで、１６９２の１から１６９２の３
まで、１６９３、１６９４の１、１６９４の２、１６
９５の１、１６９５の２、１６９６の１、１６９６の
２、１６９７から１７００まで、１７０１の１から
１７０１の５まで、１７０２から１７０４まで、１７
０５の１から１７０５の３まで、１７０６の１、
１７０６の２、１７０７の１、１７０７の２、１７０８
から１７１２まで、１７１３の１、１７１３の２、
１７１４の１、１７１４の２、１７１５、１７１６、１７
１７の１、１７１７の２、１７１８の１、１７１８の
２、１７１９の１、１７１９の２、１７２０、１７２１
の１、１７２１の２、１７２２の１、１７２２の２
、１７２３の１、１７２３の２、１７２４から１７３２
まで、１７３２の２、１７３２の３、１７３３の１
から１７３３の３まで、１７３４の１、１７３４の
２、１７３５、１７３６の１、１７３６の２、１７３７
、１７３８の１、１７３８の２、１７３９の１、１７
３９の２、１７４０の１から１７４０の３まで、
１７４１の１から１７４１の５まで、１７４２、１７
４３、１７４４の１から１７４４の８まで、１７４５
の１から１７４５の７まで、１７４６の１から
１７４６の４まで、１７４７の１から１７４７の９
まで、１７５１の１から１７５１の３まで、１７
５１の６、１７５１の９から１７５１の１２まで、
１７５２から１７５５まで、１７７１から１７７８まで
、１７７８の２、１７７９、１７８０、１７８５、１８３２
、１８３２の２、１８３３、１８３４、１８３４の２、
１８３５、１８３５の２、１８４２、１８５０、１８５１、
１８５５、１８５６の３、１８５６の４、１８５７の２
から１８５７の４まで、１８５８から１８６４まで
、１８６５の１から１８６５の３まで、１８６６の
１から１８６６の３まで、１８６７、１８６８、１８
６９の１から１８６９の４まで、１８７０の１、
１８７０の２、１８７１の１、１８７１の２、１８７２
、１８７３の１から１８７３の３まで、１８７４の
１から１８７４の３まで、１８７５の１、１８７５
の２、１８７６の１、１８７６の２、１８７７の１
から１８７７の３まで、１８７８の１から１８７８
の５まで、１８７９の１から１８７９の４まで
、１８８０の１から１８８０の３まで、１８８１の
１、１８８１の２、１８８２の１、１８８２の２、
１８８３の１、１８８３の２、１８８４の１、１８８４
の２、１８８５、１８８６の１から１８８６の３ま
で、１８８７の１、１８８７の２、１８８８の１、
１８８８の２、１８８９の１、１８８９の２、１８９０
から１８９７まで、１８９８の１から１８９８の４
まで、１８９９の１から１８９９の３まで、１９
００の１から１９００の３まで、１９０１の１か
ら１９０１の３まで、１９０２の１から１９０２の
４まで

愛 媛 県 報平成１６年１０月１日 第１５９７号

９８８



�愛媛県告示第２０１８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、愛南町長職務執行者から次のとおり字の名称を変更

する旨の届出があった。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０１９号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業所の

所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０２０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０２１号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業

所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０２２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

変 更 前 変 更 後

菊川 御荘菊川

平山 御荘平山

長洲 御荘長洲

平城 御荘平城

和口 御荘和口

長月 御荘長月

深泥 御荘深泥

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００３００１２２１１２ 社会福祉法人西予
市社会福祉協議会

西予市宇和町卯之
町二丁目４５０番地 三 好 清 教 児童居宅

介護
社会福祉法人西
予市社会福祉協
議会明浜支所

西予市明浜町高
山甲３６７８番地

西予市明浜町高
山甲３６５７番地

平成１６年
８月２７日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００１００１３３１１９ 社会福祉法人西予
市社会福祉協議会

西予市宇和町卯之
町二丁目４５０番地 三 好 清 教

身体障害
者居宅介
護

社会福祉法人西
予市社会福祉協
議会明浜支所

西予市明浜町高
山甲３６７８番地

西予市明浜町高
山甲３６５７番地

平成１６年
８月２７日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００２００１５３１１７ 社会福祉法人西予
市社会福祉協議会

西予市宇和町卯之
町二丁目４５０番地 三 好 清 教

知的障害
者居宅介
護

社会福祉法人西
予市社会福祉協
議会明浜支所

西予市明浜町高
山甲３６７８番地

西予市明浜町高
山甲３６５７番地

平成１６年
８月２７日
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愛 媛 県 報平成１６年１０月１日 第１５９７号

９８９



�愛媛県告示第２０２３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８６３４９１０４３ 久万高原町 愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万２１２番地 訪問看護 久万高原町立訪問看護

ステーションあけぼの
愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万７１番地１ 平成１６年８月１日

３８７３４００３６４ 社会福祉法人久万高原
町社会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万４５番地２ 訪問介護

久万高原町社会福祉協
議会指定訪問介護事業
所久万

愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万４５番地２ 平成１６年８月１日

３８７３４００３７２ 社会福祉法人久万高原
町社会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万４５番地２ 訪問介護

久万高原町社会福祉協
議会指定訪問介護事業
所柳谷

愛媛県上浮穴郡久万高
原町柳井川８４６番地保
健福祉センターやなだ
に

平成１６年８月１日

３８７３４００３８０ 社会福祉法人久万高原
町社会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万４５番地２ 訪問介護

久万高原町社会福祉協
議会指定訪問介護事業
所おもご

愛媛県上浮穴郡久万高
原町渋草２３１０番地おも
ご高齢者生活支援ハウ
ス

平成１６年８月１日

３８７３４００３９８ 社会福祉法人久万高原
町社会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万４５番地２ 訪問介護

久万高原町社会福祉協
議会指定訪問介護事業
所美川

愛媛県上浮穴郡久万高
原町上黒岩２９２０番地１
保健福祉センターみか
わ

平成１６年８月１日

３８７３４００４０６ 社会福祉法人久万高原
町社会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万４５番地２ 通所介護 美川デイサービスセン

ター

愛媛県上浮穴郡久万高
原町上黒岩２９２０番地１
福祉保健センターみか
わ

平成１６年８月１日

３８７３４００４１４ 社会福祉法人久万高原
町社会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万４５番地２ 通所介護 デイサービスセンター

おもご

愛媛県上浮穴郡久万高
原町渋草２３１０番地おも
ご高齢者生活支援ハウ
ス

平成１６年８月１日

３８７０１０４２４１ 株式会社クロス・サー
ビス

愛媛県松山市来住町１４
５８番地４

痴呆対応型共同
生活介護 グループホームむく 愛媛県松山市西野町甲

４３４－１ 平成１６年８月４日

３８７０５０１２４８ 株式会社すずらん 愛媛県新居浜市喜光地
町一丁目７番１７号 通所介護 デイサービスすずらん 愛媛県新居浜市喜光地

町一丁目７番１７号 平成１６年８月４日

３８７１２００３２９ 社会福祉法人亀天会 愛媛県東予市大野１９０
－１

痴呆対応型共同
生活介護 グループホーム鶴翠 愛媛県東予市大野２８４

番地２ 平成１６年８月４日

３８７１２００３３７ 社会福祉法人亀天会 愛媛県東予市大野１９０
－１

特定施設入所者
生活介護 ケアハウス鶴翠苑 愛媛県東予市大野２８４

番地１ 平成１６年８月４日

３８７１２００３４５ 社会福祉法人亀天会 愛媛県東予市大野１９０
－１ 訪問介護 ヘルパーステーション

鶴翠
愛媛県東予市大野２８４
番地１ 平成１６年８月４日

３８７１４００１９２ 医療法人竹林院 愛媛県西予市野村町野
村１１－１１０ 通所介護 デイサービスセンター

・バンブー
愛媛県西予市野村町野
村１１号９５番地１ 平成１６年８月５日

３８７１４００２００ 医療法人竹林院 愛媛県西予市野村町野
村１１－１１０

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームかぐや
姫

愛媛県西予市野村町野
村１１号９５番地１ 平成１６年８月５日

３８７３７００４４１ 医療法人青峰会 愛媛県八幡浜市五反田
１番耕地１０４６番地１

痴呆対応型共同
生活介護 アクティブライフ保内 愛媛県西宇和郡保内町

宮内１番耕地３２４番地 平成１６年８月９日

３８７０２００８７４ 有限会社Ｔ・Ｙエンジ
ェル

愛媛県今治市山路４１０
番地１６ 訪問介護 しまなみヘルパーステ

ーション
愛媛県今治市山路４１０
番地１６ 平成１６年８月１６日

３８７１０００４０６ 有限会社たちばな 愛媛県伊予市灘町１３６
番地２ 訪問介護 ヘルパーステーション

たちばな
愛媛県伊予市灘町１３６
番地２ 平成１６年８月１７日

３８７０１０４２５８ 社会福祉法人安寿会 愛媛県松山市安城寺町
１６７３番１ 通所介護 デイサービスセンター

和気
愛媛県松山市和気町一
丁目６８５番 平成１６年８月２３日

３８７０１０４２６６ 社会福祉法人安寿会 愛媛県松山市安城寺町
１６７３番１ 訪問介護 ホームヘルパーステー

ション和気
愛媛県松山市和気町一
丁目６８５番 平成１６年８月２３日

３８７３６００３６９ 株式会社村上工務店 愛媛県喜多郡長浜町下
須戒甲１７６７番地

痴呆対応型共同
生活介護 グループホームやまと 愛媛県喜多郡長浜町下

須戒甲１７７２番地 平成１６年８月２６日

３８７０１０４２７４ 有限会社レディースフ
ァミリー

愛媛県松山市朝生田町
三丁目８番３５号

痴呆対応型共同
生活介護

グループホーム朝生田
の里

愛媛県松山市朝生田町
四丁目１０番２５号 平成１６年８月２７日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７３４００４２２ 久万高原町 愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万２１２番地 居宅介護支援 久万高原町指定居宅介

護支援事業所
愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万７１番地１ 平成１６年８月１日
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愛 媛 県 報平成１６年１０月１日 第１５９７号
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�愛媛県告示第２０２４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第３号の規定により、次のとおり介護療養型医療施設を指定した。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０２５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０２６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０２７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７３４００４３０ 社会福祉法人久万高原
町社会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万４５番地２ 居宅介護支援

久万高原町社会福祉協
議会指定居宅介護支援
事業所久万

愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万４５番地２ 平成１６年８月１日

３８７３４００４４８ 社会福祉法人久万高原
町社会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万４５番地２ 居宅介護支援

久万高原町社会福祉協
議会指定居宅介護支援
事業所柳谷

愛媛県上浮穴郡久万高
原町柳井川８４６番地保
健福祉センターやなだ
に

平成１６年８月１日

３８７３４００４５５ 社会福祉法人久万高原
町社会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万４５番地２ 居宅介護支援

久万高原町社会福祉協
議会指定居宅介護支援
事業所おもご

愛媛県上浮穴郡久万高
原町渋草２３１０番地おも
ご高齢者生活支援ハウ
ス

平成１６年８月１日

３８７３４００４６３ 社会福祉法人久万高原
町社会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万４５番地２ 居宅介護支援

久万高原町社会福祉協
議会指定居宅介護支援
事業所美川

愛媛県上浮穴郡久万高
原町上黒岩２９２０番地１
福祉保健センターみか
わ

平成１６年８月１日

３８７０２００８８２ 有限会社Ｔ・Ｙエンジ
ェル

愛媛県今治市山路４１０
番地１６ 居宅介護支援 しまなみケアプランセ

ンター
愛媛県今治市山路４１０
番地１６ 平成１６年８月１６日

介 護 保 険
事業者番号

指 定 介 護 療 養 型
医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設

指定年月日
名 称 所 在 地

３８１３４１００６９ 久万高原町 愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万２１２

介護療養型医療
施設

国民健康保険久万高原
町立病院

愛媛県上浮穴郡久万高
原町久万６５ 平成１６年８月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７３２００６６５ 有限会社ころばぬ先 愛媛県越智郡伯方町北
浦甲１４００

福祉用具
貸与

有限会社インテリ
やプロ

有限会社ころばぬ
先

愛媛県越智郡伯方町
北浦甲１４００

平成１６年
８月９日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０１０２０３９ 有限会社亀さんち 愛媛県松山市桑原五丁
目９－３８花番地３０２号 訪問介護 亀さんち 愛媛県松山市正円

寺一丁目７番１１号
愛媛県松山市桑原
五丁目９－３８花番
地３０２号

平成１６年
７月８日

３８７３２００７１５ 合資会社ふくふくの会 愛媛県越智郡弓削町日
比６６９番地 通所介護 ふくふくの会 愛媛県越智郡弓削

町下弓削３２５番地
愛媛県越智郡弓削
町下弓削５９３番地

平成１６年
８月２日
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愛 媛 県 報平成１６年１０月１日 第１５９７号

９９１



�愛媛県告示第２０２８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０２９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０２００７４２ 姫屋株式会社 愛媛県今治市南日吉町
一丁目２番２０号 福祉用具貸与 姫屋株式会社 愛媛県今治市南日吉町

一丁目２番２０号 平成１６年２月２５日

３８６３４９０５３２ 久万町 愛媛県上浮穴郡久万町
久万町２１２ 訪問看護 久万町立訪問看護ステ

ーションあけぼの
愛媛県上浮穴郡久万町
久万町７１－１ 平成１６年７月３１日

３８７３４０００７５ 社会福祉法人久万町社
会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡久万町
久万町４５－２ 訪問介護

社会福祉法人久万町社
会福祉協議会指定訪問
介護事業所

愛媛県上浮穴郡久万町
久万町４５－２ 平成１６年７月３１日

３８７３４００２５７ 社会福祉法人面河村社
会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡面河村
渋草２３１０ 訪問介護 面河村社会福祉協議会

指定訪問介護事業所
愛媛県上浮穴郡面河村
渋草２３１０番地おもご高
齢者生活支援ハウス内

平成１６年７月３１日

３８７３４００３０７ 社会福祉法人柳谷村社
会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡柳谷村
大字柳井川９２３番地柳
谷村役場

訪問介護 柳谷村指定訪問介護事
業所

愛媛県上浮穴郡柳谷村
大字柳井川８４６番地保
健福祉センターやなだ
に

平成１６年７月３１日

３８７３４００３３１ 社会福祉法人美川村社
会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡美川村
上黒岩２９２３番地１ 通所介護 美川村デイサービスセ

ンター
愛媛県上浮穴郡美川村
上黒岩２９２０番地１ 平成１６年７月３１日

３８７３４００３４９ 社会福祉法人美川村社
会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡美川村
上黒岩２９２３番地１ 訪問介護 美川村訪問介護事業所 愛媛県上浮穴郡美川村

上黒岩２９２０番地１ 平成１６年７月３１日

３８７３４００３５６ 社会福祉法人面河村社
会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡面河村
渋草２３１０ 通所介護

指定通所介護事業所
デイサービスセンター
おもご

愛媛県上浮穴郡面河村
渋草２３１０番地 平成１６年７月３１日

３８７０１０３９３８
特定非営利活動法人エ
ム・アイ・シーえひめ
ケアネットワーク

愛媛県松山市北土居町
２９５番地７ 通所介護 Ｍ・Ｉ・Ｃケアセンタ

ーどい
愛媛県松山市土居町８０
３番地１号 平成１６年８月１日

３８４０３４０２１４ 南予調剤株式会社 愛媛県宇和島市御幸町
一丁目１－３

居宅療養管理指
導 エビス薬局 愛媛県宇和島市恵美須

町二丁目７－１ 平成１６年８月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０１０２０３９ 有限会社亀さんち 愛媛県松山市桑原五丁
目９－３８花番地３０２号

居宅介護
支援 亀さんち 愛媛県松山市正円

寺一丁目７番１１号
愛媛県松山市桑原
五丁目９－３８花番
地３０２号

平成１６年
７月８日

３８１０５１８０５４ 医療法人十全会 愛媛県新居浜市北新町
２－７３

居宅介護
支援 十全第二病院 愛媛県新居浜市中

萩町９－５２
愛媛県新居浜市角
野新田町１－１－
２８

平成１６年
８月１２日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅介護支援事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７３４０００２６ 久万町 愛媛県上浮穴郡久万町
久万町２１２ 居宅介護支援 久万町指定居宅介護支

援事業所
愛媛県上浮穴郡久万町
久万町７１－１ 平成１６年７月３１日

３８７３４０００５９ 社会福祉法人久万町社
会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡久万町
久万町４５－２ 居宅介護支援

社会福祉法人久万町社
会福祉協議会指定居宅
介護支援事業所

愛媛県上浮穴郡久万町
久万町４５－２ 平成１６年７月３１日

３８７３４００２６５ 社会福祉法人面河村社
会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡面河村
渋草２３１０番地 居宅介護支援

面河村社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業
所

愛媛県上浮穴郡面河村
渋草２３１０番地おもご高
齢者生活支援ハウス内

平成１６年７月３１日

３８７３４００３１５ 社会福祉法人柳谷村社
会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡柳谷村
大字柳井川９２３番地柳
谷村役場

居宅介護支援 柳谷村指定居宅介護支
援事業所

愛媛県上浮穴郡柳谷村
大字柳井川８４６番地保
健福祉センターやなだ
に

平成１６年７月３１日

３８７３４００３２３ 社会福祉法人美川村社
会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡美川村
上黒岩２９２３番地１ 居宅介護支援 美川村居宅介護支援事

業所
愛媛県上浮穴郡美川村
上黒岩２９２０番地１ 平成１６年７月３１日
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愛 媛 県 報平成１６年１０月１日 第１５９７号

９９２
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�愛媛県告示第２０３１号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に

規定する平成１６年度の事業計画及び調査成果のシステム化の

実施のための同年度における事業計画を次のとおり定めた。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２０３２号
農地法別表で定める小作地の面積に代るべき面積（昭和４１

年７月愛媛県告示第６１６号）の一部を次のように改正する。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表農地法第６条第１項第２号の小作地の面積の欄中「面積

」の下に「（ヘクタール）」を加え、同表越智郡の項区域名

の欄中「生名村」を「上島町のうち旧生名村の区域」に改め

、「、魚島村、弓削町、岩城村」を削り、「関前村」の下に

「、上島町のうち旧魚島村、旧弓削町及び旧岩城村の区域」

を加え、同表温泉郡の項を次のように改める。

温泉郡 中島町 ０．５

表上浮穴郡の項区域名の欄中「久万町のうち旧川瀬村の区

域、美川村のうち旧中津村の区域、柳谷村、」を削り、「旧

小田町村の区域を除く。）」の下に「、久万高原町のうち旧

川瀬村、旧中津村及び旧柳谷村の区域」を加え、「久万町（

旧川瀬村の区域を除く。）、面河村、美川村（旧中津村の区

域を除く。）、」を削り、「うち旧小田町村の区域」の下に

「、久万高原町のうち旧久万町（旧川瀬村の区域を除く。）

、旧面河村及び旧美川村（旧中津村の区域を除く。）の区域

」を加え、同表南宇和郡の項区域名の欄を次のように改める

。

愛南町のうち旧御荘町（旧南内海村の区
域を除く。）、旧緑僧都村及び旧一本松
町の区域

愛南町のうち旧内海村、旧南内海村、旧
城辺町（旧緑僧都村の区域を除く。）及
び旧西海村の区域

表に次のように加える。

東温市 旧南吉井村 ０．７

旧重信町（旧南吉井村の区域を除く。）、旧川
内町

０．６

�������
�愛媛県告示第２０３３号
農地法に基づく農地の最低限面積の指定（昭和４５年１１月愛

媛県告示第１１２４号）の一部を次のように改正する。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表区域町村名等の欄中「、魚島村、弓削町、生名村」を削

り、「関前村」の下に「、上島町」を加え、「久万町のうち

旧久万町大字入野、柳谷村」を「久万高原町のうち旧久万町

大字入野及び旧柳谷村」に、「御荘町」を「愛南町」に改め

、「城辺町のうち」を削り、「、西海町」を「及び旧西海町

」に改め、「久万町のうち旧久万町（同町大字入野を除く。

）及び旧父二峰村、面河村、美川村、」を削り、「旧参川村

」の下に「、久万高原町のうち旧久万町（同町大字入野及び

大字菅生五番耕地並びに同町のうち旧川瀬村を除く。）、旧

面河村及び旧美川村」を加え、「内海村」を「愛南町のうち

旧内海村」に改める。

�������
�愛媛県告示第２０３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、重信町牛渕上井手土地改良区から認可申請のあった

新たな土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・伊

賀分地区）の施行を平成１６年９月１４日認可した。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２０３５号
新居浜市多喜浜土地改良区から認可申請のあった土地改良

事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・多喜浜新

田地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良

法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する

�愛媛県告示第２０３０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定の辞退があった。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指 定 介 護 療 養 型
医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
辞退に係る指定介護療養型医療施設

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１３４２８０９５ 久万町 愛媛県上浮穴郡久万町
久万町６５

介護療養型医療
施設

国民健康保険久万町立
病院

愛媛県上浮穴郡久万町
久万町６５ 平成１６年７月３１日

３８１３０２８０８５ 医療法人慶尚会 愛媛県四国中央市土居
町蕪崎２５３－１

介護療養型医療
施設

医療法人慶尚会恵康病
院

愛媛県四国中央市土居
町蕪崎２５３－１ 平成１６年８月１０日

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

松 山 市 居相地区 平成１７年３月３１日まで地籍調査（概況調査）

宇 和 島 市

大字本九島の一
部
大字百之浦の一
部
大字蛤の一部

平成１７年３月３１日まで

〃
〃

地籍調査

〃
〃

八 幡 浜 市 大字向灘の一部 平成１７年３月３１日まで数値情報化

四国中央市

三島上柏町の一
部他
新宮町新瀬川の
一部
新宮町馬立の一
部

平成１７年３月３１日まで

〃

〃

数値情報化

〃

〃
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同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧

に供する。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排

水）・多喜浜新田地区）変更計画書の写し

� 新居浜市多喜浜土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年１０月４日から１１月１日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所

�������
�愛媛県告示第２０３６号
西予市三瓶町土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・朝立

黒杭地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（

昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・朝立黒杭地区）計画書の写し

� 西予市三瓶町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年１０月４日から１１月１日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第２０３７号
改良普及員の駐在所の位置、名称及び担当区域の決定（昭

和４８年４月愛媛県告示第３７６号）の一部を次のように改正す

る。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表位置の欄中「岩城村」を「上島町」に改め、同表担当区

域の欄中「岩城村、魚島村、弓削町及び生名村」を「上島町

」に改める。

�������
�愛媛県告示第２０３８号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１６年１０月１日から１０月１４日まで

�愛媛県告示第２０３９号
漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第６条第５項の

規定に基づき、漁港の指定の内容を次のように変更する。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名称 種類 所在地
区 域

水 域 陸 域

柏崎 第２種
漁港

（変更後）
南宇和郡
愛南町

（変更後）
愛南町柏崎�水鼻東
北端から同町柏崎ス
ベリ碆トビガス鼻西
南端までを結んだ線
及び陸岸により囲ま
れた海面

（変更後）
愛南町柏崎字�水２
５２番地第２から同町
柏崎タカメ木２２２６番
地第１３に至る水域内
の水際線から幅５０メ
ートル以内の地域

（変更前）
南宇和郡
内海村大
字柏崎

（変更前）
内海村大字柏崎�水
鼻東北端から柏崎ス
ベリ碆トビガス鼻西
南端までを結んだ線
及び陸岸により囲ま
れた海面

（変更前）
内海村大字柏崎字�
水２５２番地第２から
同柏崎タカメ木２２２６
番地第１３に至る水域
内の水際線から幅５０
メートル以内の地域

西浦 第２種
漁港

（変更後）
南宇和郡
愛南町

（変更後）
愛南町内泊小防波堤
基部を中心として半
径９６０メートルの円
内の海面

水域内の水際線から
幅５０メートル以内の
地域

（変更前）
南宇和郡
西海町大
字内泊

（変更前）
西海町大字内泊小防
波堤基部を中心とし
て半径９６０メートル
の円内の海面

福浦 第２種
漁港

（変更後）
南宇和郡
愛南町

（変更後）
愛南町麦ヶ浦笠ハズ
シ東端から同町樽見
樽見鼻東端までを結
んだ線及び陸岸によ
り囲まれた海面

（変更後）
愛南町福浦岡山川か
ら同町福浦南端防波
堤延長線との間の水
際線から幅５０メート
ル以内の地域

（変更前）
南宇和郡
西外海村
大字福浦

（変更前）
西外海村大字福浦笠
ハズン鼻東端から樽
見鼻東端までを結ん
だ線及び陸岸により
囲まれた海面

（変更前）
西外海村大字福浦岡
山川から同福浦南端
防波堤延長線との間
の水際線から幅５０メ
ートル以内の地域

船越 第２種
漁港

（変更後）
南宇和郡
愛南町

（変更後）
愛南町越田亀倉鼻の
先端と同町下久家樽
見鼻の先端とを結ん
だ線及び陸岸により
囲まれた海面

（変更後）
愛南町越田亀倉鼻先
端から３３７度２８メー
トルの地点（イ点）
に引いた線、イ点か
ら３３度２００メートル
の地点（ロ点）に引
いた線、ロ点から３
５８度１２６メートルの
地点（ハ点）に引い
た線、ハ点から１２度
１１８メートルの地点
（二点）に引いた線
、二点から５８度９１メ
ートルの地点（ホ点
）に引いた線、ホ点
から１０度２１０メート
ルの地点（へ点）に
引いた線、へ点から
３２２度３０分１４３メー
トルの地点（ト点）
に引いた線、ト点か
ら１００度１分１４４メ
ートルの地点（チ点
）に引いた線、チ点
から２７５度３０分２９メ
ートルの地点（リ点
）に引いた線、リ点
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から２９３度１３０メー
トルの地点（ヌ点）
に引いた線、ヌ点か
ら２７５度２００メート
ルの地点（ル点）に
引いた線、ル点から
２４３度１００メートル
の地点（オ点）に引
いた線、オ点から２
９７度８５メートルの地
点（ワ点）に引いた
線、ワ点から２３４度
８８メートルの地点（
カ点）に引いた線、
カ点から１８８度１４５
メートルの地点（ヨ
点）に引いた線、ヨ
点から１７５度７４メー
トルの地点（タ点）
に引いた線、タ点か
ら１５５度１００メート
ルの地点（レ点）に
引いた線、レ点から
２４４度２２メートルの
地点（ソ点）に引い
た線、ソ点から３３１
度９５メートルの地点
（ツ点）に引いた線
、ツ点から２８６度８０
メートルの地点（ネ
点）に引いた線、ネ
点から２５４度４５メー
トルの地点（ナ点）
に引いた線、ナ点か
ら２１９度９０メートル
の地点（ラ点）に引
いた線、ラ点から１
８３度８４メートルの地
点（ム点）に引いた
線、ム点から２４７度
１５０メートルの地点
（ウ点）に引いた線
、ウ点から２８３度１
４０メートルの地点（
ノ点）に引いた線、
ノ点から１９度９０メー
トルの地点（ク点）
に引いた線、ク点か
ら３５２度１７５メート
ルの地点（ヤ点）に
引いた線、ヤ点から
３３８度６０メートルの
地点（マ点）に引い
た線、マ点から５６度
６１メートルの地点（
ケ点）に引いた線、
ケ点から２３３度３０分
７０メートルの地点（
フ点）に引いた線、
フ点から２９６度９７メ
ートルの地点（コ点
）に引いた線、コ点
から２４９度３０分７５メ
ートルの地点（エ点
）に引いた線、エ点
から９８度５０分６１メー
トルの地点（テ点）
に引いた線、テ点か
ら２８６度８０メートル
の地点（ア点）に引
いた線、ア点から８０
度３０分２６メートルの
地点（サ点）に引い
た線、サ点から３００
度５０分９９メートルの
地点（キ点）に引い
た線、キ点から２５２
度３０分９７メートルの
地点（ユ点）に引い
た線、ユ点から２０７
度９０メートルの地点

（メ点）に引いた線
、メ点から２２０度５０
メートルの地点（ミ
点）に引いた線、ミ
点から２８２度５５メー
トルの地点（シ点）
に引いた線、シ点か
ら３２２度６７メートル
の地点（ヒ点）に引
いた線、ヒ点から２
５２度２０分１０６メート
ルの地点（モ点）に
引いた線、モ点から
１９８度３０分８３メート
ルの地点（セ点）に
引いた線、セ点から
２７７度６８メートルの
地点（ス点）に引い
た線、ス点から２３６
度８０メートルの地点
（い点）に引いた線
、い点から３５１度３０
分１７８メートル５０の
地点（ろ点）に引い
た線、ろ点から３１０
度８３メートルの地点
（は点）に引いた線
、は点から２４８度９０
メートルの地点（に
点）に引いた線、に
点から３００度１２７メ
ートルの地点（ほ点
）に引いた線、ほ点
から２３１度５０分２１８
メートル５０の地点（
へ点）に引いた線、
へ点から２１９度３０分
１１６メートル５０の地
点（と点）に引いた
線、と点から２５９度
３０分３５６メートルの
地点（ち点）に引い
た線、ち点から２７１
度５０分１４０メートル
の地点（り点）に引
いた線、り点から２
７９度３０分１５９メート
ルの地点（ぬ点）に
引いた線、ぬ点から
２１０度１５５メートル
５０の地点（る点）に
引いた線、る点から
１４５度１０分８７メート
ルの地点（お点）に
引いた線、お点から
１９８度１４２メートル
５０の地点（わ点）に
引いた線、わ点から
１７９度１８１メートル
の地点（か点）に引
いた線、か点から１
７４度１９９メートルの
地点（よ点）に引い
た線、よ点から１４１
度４１メートルの地点
（た点）に引いた線
、た点から８５度７６メ
ートルの地点（れ点
）に引いた線、れ点
から６１度１０５メート
ル５０の地点（そ点）
に引いた線、そ点か
ら１２８度３０分５３メー
トル５０の地点（つ点
）に引いた線、つ点
から７８度３０分１０４メ
ートル５０の地点（ね
点）に引いた線、ね
点から１６６度１８０メ
ートル５０の地点（な
点）に引いた線、な

愛 媛 県 報平成１６年１０月１日 第１５９７号

９９５



点から１１３度５０分１
５４メートルの地点（
ら点）に引いた線、
ら点から８８度２１４メ
ートルの地点（む点
）に引いた線、む点
から３５度１０分４１メー
トルの地点（う点）
に引いた線、う点か
ら６８度９０メートルの
地点（の点）に引い
た線、の点から５８度
５０分１４２メートルの
地点（く点）に引い
た線、く点から９８度
１１０メートルの地点
（や点）に引いた線
、や点から１３２度５０
分８５メートルの地点
（ま点）に引いた線
、ま点から２３０度１
０７メートルの地点（
け点）に引いた線、
け点から１８０度５０分
９１メートルの地点（
ふ点）に引いた線、
ふ点から１４３度８５メ
ートルの地点（こ点
）に引いた線、こ点
から８６度５０メートル
の地点（え点）に引
いた線、え点から１
６３度１４０メートルの
地点（て点）に引い
た線、て点から１２１
度５０分８０メートルの
地点（あ点）に引い
た線、あ点から９２度
５５メートルの地点（
さ点）に引いた線、
さ点から１４９度３０分
６６メートル５０の地点
（き点）に引いた線
、き点から９４度９１メ
ートル５０の地点（ゆ
点）に引いた線、ゆ
点から４６度２０分７４メ
ートルの地点（め点
）に引いた線、め点
から１１０度１００メー
トルの地点（み点）
に引いた線、み点か
ら１３２度５０分４５メー
トルの地点（し点）
に引いた線、し点か
ら１６０度３５メートル
の地点（ひ点）に引
いた線、ひ点から２
４４度３０分３２メートル
の地点（も点）に引
いた線、も点から１
７６度１５０メートルの
地点（せ点）に引い
た線、せ点から１０９
度３０分９９メートル５０
の地点（す点）に引
いた線、す点から７９
度３０分９２メートルの
地点（Ａ点）に引い
た線、Ａ点から１１０
度５０分４７メートルの
地点（Ｂ点）に引い
た線、Ｂ点から８２度
４０メートルの地点（
Ｃ点）に引いた線、
Ｃ点から５１度５５メー
トルの地点（Ｄ点）
に引いた線、Ｄ点か
ら８３度８９メートルの
地点（Ｅ点）に引い
た線、Ｅ点から１４１

度１１０メートルの地
点同町下久家樽見鼻
先端に引いた線及び
水際線により囲まれ
た地域

（変更前）
南宇和郡
西海町

（変更前）
西海町大字越田亀倉
鼻の先端と大字船越
樽見鼻の先端とを結
んだ線及び陸岸によ
り囲まれた海面

（変更前）
西海町大字越田亀倉
鼻先端から３３７度２８
メートルの地点（イ
点）に引いた線、イ
点から３３度２００メー
トルの地点（ロ点）
に引いた線、ロ点か
ら３５８度１２６メート
ルの地点（ハ点）に
引いた線、ハ点から
１２度１１８メートルの
地点（二点）に引い
た線、二点から５８度
９１メートルの地点（
ホ点）に引いた線、
ホ点から１０度２１０メ
ートルの地点（へ点
）に引いた線、へ点
から３２２度３０分１４３
メートルの地点（ト
点）に引いた線、ト
点から１００度１分１
４４メートルの地点（
チ点）に引いた線、
チ点から２７５度３０分
２９メートルの地点（
リ点）に引いた線、
リ点から２９３度１３０
メートルの地点（ヌ
点）に引いた線、ヌ
点から２７５度２００メ
ートルの地点（ル点
）に引いた線、ル点
から２４３度１００メー
トルの地点（オ点）
に引いた線、オ点か
ら２９７度８５メートル
の地点（ワ点）に引
いた線、ワ点から２
３４度８８メートルの地
点（カ点）に引いた
線、カ点から１８８度
１４５メートルの地点
（ヨ点）に引いた線
、ヨ点から１７５度７４
メートルの地点（タ
点）に引いた線、タ
点から１５５度１００メ
ートルの地点（レ点
）に引いた線、レ点
から２４４度２２メート
ルの地点（ソ点）に
引いた線、ソ点から
３３１度９５メートルの
地点（ツ点）に引い
た線、ツ点から２８６
度８０メートルの地点
（ネ点）に引いた線
、ネ点から２５４度４５
メートルの地点（ナ
点）に引いた線、ナ
点から２１９度９０メー
トルの地点（ラ点）
に引いた線、ラ点か
ら１８３度８４メートル
の地点（ム点）に引
いた線、ム点から２
４７度１５０メートルの
地点（ウ点）に引い
た線、ウ点から２８３
度１４０メートルの地
点（ノ点）に引いた
線、ノ点から１９度９０
メートルの地点（ク
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ートルの地点（ぬ点
）に引いた線、ぬ点
から２１０度１５５メー
トル５０の地点（る点
）に引いた線、る点
から１４５度１０分８７メ
ートルの地点（お点
）に引いた線、お点
から１９８度１４２メー
トル５０の地点（わ点
）に引いた線、わ点
から１７９度１８１メー
トルの地点（か点）
に引いた線、か点か
ら１７４度１９９メート
ルの地点（よ点）に
引いた線、よ点から
１４１度４１メートルの
地点（た点）に引い
た線、た点から８５度
７６メートルの地点（
れ点）に引いた線、
れ点から６１度１０５メ
ートル５０の地点（そ
点）に引いた線、そ
点から１２８度３０分５３
メートル５０の地点（
つ点）に引いた線、
つ点から７８度３０分１
０４メートル５０の地点
（ね点）に引いた線
、ね点から１６６度１
８０メートル５０の地点
（な点）に引いた線
、な点から１１３度５０
分１５４メートルの地
点（ら点）に引いた
線、ら点から８８度２
１４メートルの地点（
む点）に引いた線、
む点から３５度１０分４１
メートルの地点（う
点）に引いた線、う
点から６８度９０メート
ルの地点（の点）に
引いた線、の点から
５８度５０分１４２メート
ルの地点（く点）に
引いた線、く点から
９８度１１０メートルの
地点（や点）に引い
た線、や点から１３２
度５０分８５メートルの
地点（ま点）に引い
た線、ま点から２３０
度１０７メートルの地
点（け点）に引いた
線、け点から１８０度
５０分９１メートルの地
点（ふ点）に引いた
線、ふ点から１４３度
８５メートルの地点（
こ点）に引いた線、
こ点から８６度５０メー
トルの地点（え点）
に引いた線、え点か
ら１６３度１４０メート
ルの地点（て点）に
引いた線、て点から
１２１度５０分８０メート
ルの地点（あ点）に
引いた線、あ点から
９２度５５メートルの地
点（さ点）に引いた
線、さ点から１４９度
３０分６６メートル５０の
地点（き点）に引い
た線、き点から９４度
９１メートル５０の地点
（ゆ点）に引いた線
、ゆ点から４６度２０分

点）に引いた線、ク
点から３５２度１７５メ
ートルの地点（ヤ点
）に引いた線、ヤ点
から３３８度６０メート
ルの地点（マ点）に
引いた線、マ点から
５６度６１メートルの地
点（ケ点）に引いた
線、ケ点から２３３度
３０分７０メートルの地
点（フ点）に引いた
線、フ点から２９６度
９７メートルの地点（
コ点）に引いた線、
コ点から２４９度３０分
７５メートルの地点（
エ点）に引いた線、
エ点から９８度５０分６１
メートルの地点（テ
点）に引いた線、テ
点から２８６度８０メー
トルの地点（ア点）
に引いた線、ア点か
ら８０度３０分２６メート
ルの地点（サ点）に
引いた線、サ点から
３００度５０分９９メート
ルの地点（キ点）に
引いた線、キ点から
２５２度３０分９７メート
ルの地点（ユ点）に
引いた線、ユ点から
２０７度９０メートルの
地点（メ点）に引い
た線、メ点から２２０
度５０メートルの地点
（ミ点）に引いた線
、ミ点から２８２度５５
メートルの地点（シ
点）に引いた線、シ
点から３２２度６７メー
トルの地点（ヒ点）
に引いた線、ヒ点か
ら２５２度２０分１０６メ
ートルの地点（モ点
）に引いた線、モ点
から１９８度３０分８３メ
ートルの地点（セ点
）に引いた線、セ点
から２７７度６８メート
ルの地点（ス点）に
引いた線、ス点から
２３６度８０メートルの
地点（い点）に引い
た線、い点から３５１
度３０分１７８メートル
５０の地点（ろ点）に
引いた線、ろ点から
３１０度８３メートルの
地点（は点）に引い
た線、は点から２４８
度９０メートルの地点
（に点）に引いた線
、に点から３００度１
２７メートルの地点（
ほ点）に引いた線、
ほ点から２３１度５０分
２１８メートル５０の地
点（へ点）に引いた
線、へ点から２１９度
３０分１１６メートル５０
の地点（と点）に引
いた線、と点から２
５９度３０分３５６メート
ルの地点（ち点）に
引いた線、ち点から
２７１度５０分１４０メー
トルの地点（り点）
に引いた線、り点か
ら２７９度３０分１５９メ
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�愛媛県告示第２０４０号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、宇和島地方局建設部及び吉田町役場において告示の日から

起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

� １区域

北宇和郡吉田町大字南君字牛川３０４９番８から同字

牛川２９０３番２１までの地先公有水面

� ２区域

北宇和郡吉田町大字南君字牛川２９０３番２１から同字

新田２９０３番２２までの地先公有水面

� ３区域

北宇和郡吉田町大字南君字新田２９０３番２２から同字

新田２９０３番１１までの地先公有水面
� ４区域

北宇和郡吉田町大字南君字新田２９０３番３の地先公

有水面

イ 区域

� １区域

次の�点と�点を直線で結んだ線並びに�点と�
点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．

２５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲

まれた区域

基点（北宇和郡吉田町大字南君字牛川２９０３番２１の

牛川物揚場に設置された金属鋲）は、北緯３３度１５分

５５秒、東経１３２度３１分０５秒の地点

�点は、基点から真北４１度１３分０７秒８．４３メートル
の地点

�点は、�点から真北２８６度５９分１８秒３．０１メート
ルの地点

� ２区域

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線並び
に�点と�点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ
．Ｌ．＋２．２５メートル）の陸と公有水面との接する

線により囲まれた区域

基点（北宇和郡吉田町大字南君字牛川２９０３番２１の

牛川物揚場に設置された金属鋲）は、北緯３３度１５分

５５秒、東経１３２度３１分０５秒の地点

�点は、基点から真北１９２度０７分４２秒４．１４メート
ルの地点

�点は、�点から真北１９７度２８分４３秒６．８３メート
ルの地点

�点は、�点から真北２８７度２８分５０秒２．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北２８７度２８分３０秒１．５０メート
ルの地点

�点は、�点から真北１９７度２９分４２秒１．８０メート
ルの地点

	点は、�点から真北２８７度２９分３１秒１３．７１メー
トルの地点


点は、	点から真北２８７度２９分３０秒４．２４メート
ルの地点

�点は、
点から真北２８７度２９分４２秒２９．８０メー
トルの地点

�点は、�点から真北２８７度２９分２３秒２．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北１７度５３分０３秒６．８２メートル
の地点

� ３区域

次の点から�点までを順次直線で結んだ線並び
に�点と点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ
．Ｌ．＋２．２５メートル）の陸と公有水面との接する

線により囲まれた区域

基点（北宇和郡吉田町大字南君字牛川２９０３番２１の

牛川物揚場に設置された金属鋲）は、北緯３３度１５分

５５秒、東経１３２度３１分０５秒の地点

７４メートルの地点（
め点）に引いた線、
め点から１１０度１００
メートルの地点（み
点）に引いた線、み
点から１３２度５０分４５
メートルの地点（し
点）に引いた線、し
点から１６０度３５メー
トルの地点（ひ点）
に引いた線、ひ点か
ら２４４度３０分３２メー
トルの地点（も点）
に引いた線、も点か
ら１７６度１５０メート
ルの地点（せ点）に
引いた線、せ点から
１０９度３０分９９メート
ル５０の地点（す点）
に引いた線、す点か
ら７９度３０分９２メート
ルの地点（Ａ点）に
引いた線、Ａ点から
１１０度５０分４７メート
ルの地点（Ｂ点）に
引いた線、Ｂ点から
８２度４０メートルの地
点（Ｃ点）に引いた
線、Ｃ点から５１度５５
メートルの地点（Ｄ
点）に引いた線、Ｄ
点から８３度８９メート
ルの地点（Ｅ点）に
引いた線、Ｅ点から
１４１度１１０メートル
の地点樽見鼻先端に
引いた線及び水際線
により囲まれた地域
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�点は、基点から真北２９２度５０分０３秒５２．９７メー
トルの地点

�点は、�点から真北２８４度３６分２８秒４．８０メート
ルの地点

�点は、�点から真北１４度３７分２９秒２．００メートル
の地点

�点は、�点から真北２８２度４５分２４秒５．６８メート
ルの地点

�点は、�点から真北２７９度３３分３９秒９．６６メート
ルの地点

�点は、�点から真北２７５度４４分０８秒９．６５メート
ルの地点

�点は、�点から真北２７２度１６分２１秒７．８３メート
ルの地点

�点は、�点から真北２６９度１１分０３秒７．８３メート
ルの地点

	点は、�点から真北２６６度５４分５８秒３．６５メート
ルの地点


点は、	点から真北２６４度１６分２７秒９．６５メート
ルの地点

�点は、
点から真北２６０度２７分０９秒９．６６メート
ルの地点

�点は、�点から真北２５６度３８分１６秒９．６５メート
ルの地点

点は、�点から真北２５２度４９分１０秒９．６５メート
ルの地点

�点は、点から真北２４９度３５分２７秒６．６９メート
ルの地点

�点は、�点から真北２４６度２１分２０秒０．６５メート
ルの地点

�点は、�点から真北３３６度００分５９秒６．４６メート
ルの地点

� ４区域

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線並び
に�点と�点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ
．Ｌ．＋２．２５メートル）の陸と公有水面との接する

線により囲まれた区域

基点（北宇和郡吉田町大字南君字牛川２９０３番２１の

牛川物揚場に設置された金属鋲）は、北緯３３度１５分

５５秒、東経１３２度３１分０５秒の地点

�点は、基点から真北２７８度１２分０１秒１４９．８６メー
トルの地点

�点は、�点から真北１５６度０７分２１秒７．７５メート
ルの地点

�点は、�点から真北２４８度５０分５２秒３．８０メート
ルの地点

�点は、�点から真北３３８度５１分０８秒１．５０メート
ルの地点

�点は、�点から真北２４８度５０分２７秒４．１３メート
ルの地点

�点は、�点から真北２４８度３６分２１秒２０．００メー
トルの地点

�点は、�点から真北２４８度１５分５１秒２．８５メート

ルの地点

�点は、�点から真北５度２６分５６秒１．２４メートル
の地点

�点は、�点から真北５度２５分４６秒４．９６メートル
の地点

ウ 面積

１区域 ２１．５８平方メートル

２区域 ３６４．０１平方メートル

３区域 ７３８．６０平方メートル

４区域 １６６．７２平方メートル

合 計 １，２９０．９１平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

北宇和郡吉田町大字南君字牛川３０５５番１９から同字立

目２０９５番８までの地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線及び�
点と�点を直線で結んだ線により囲まれた区域
基点（北宇和郡吉田町大字南君字牛川２９０３番２１の牛

川物揚場に設置された金属鋲）は、北緯３３度１５分５５秒

、東経１３２度３１分０５秒の地点

�点は、基点から真北９７度２３分１９秒４０．３６メートル
の地点

�点は、�点から真北１８２度４４分５２秒１０７．４５メート
ルの地点

�点は、�点から真北２８３度０８分２３秒１４６．７５メート
ルの地点

�点は、�点から真北２８３度０８分２１秒６５．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北３３９度５６分３７秒６６．７４メート
ルの地点

�点は、�点から真北７５度４６分４９秒１４．６８メートル
の地点

 点は、�点から真北３５７度２１分１５秒５．７４メートル
の地点

!点は、 点から真北６５度０１分２５秒７．１０メートルの
地点

"点は、!点から真北１５３度０４分４７秒０．７０メートル
の地点

#点は、"点から真北６５度５４分５５秒４１．３８メートル
の地点

$点は、#点から真北６７度４１分４６秒１８．５９メートル
の地点

%点は、$点から真北７２度４４分１８秒３．３９メートルの
地点

�点は、%点から真北８０度２９分４６秒３．８９メートルの
地点

�点は、�点から真北８６度４４分１６秒３．６２メートルの
地点

�点は、�点から真北８８度４０分０５秒１９．９８メートル
の地点

�点は、�点から真北９０度４８分４０秒３．１９メートルの
地点
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�点は、�点から真北９４度００分４４秒３．１４メートルの
地点

�点は、�点から真北９９度２２分５６秒３．８９メートルの
地点

�点は、�点から真北１０６度５１分１３秒２７．８０メート
ルの地点

�点は、�点から真北７３度４１分１２秒０．９７メートルの
地点

�点は、�点から真北１０１度００分５６秒１．４３メートル
の地点

�点は、�点から真北１３度０５分２２秒１．７３メートルの
地点

�点は、�点から真北１０２度０６分４１秒２．１７メートル
の地点

	点は、�点から真北１７度４５分１９秒０．３８メートルの
地点


点は、	点から真北１０２度５３分４７秒８．７９メートル
の地点

�点は、
点から真北１０８度００分５４秒２７．３１メート
ルの地点

�点は、�点から真北１０７度４８分０６秒２０．７３メート
ルの地点

点は、�点から真北２０３度５９分３０秒５．５３メートル
の地点

�点は、点から真北１０６度５９分４３秒１０．３６メート
ルの地点

ウ 面積

２４，１７１．２１平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地 約 ９００平方メートル

漁港施設用地 約 ３４０平方メートル

水路用地 約 ５０平方メートル

合 計 約１，２９０平方メートル

４ 出願年月日

平成１６年９月１４日

訓 令

�愛媛県訓令第１２号
保 健 福 祉 部

地 方 局

保 健 所

保健所長に対する事務委任規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

保健所長に対する事務委任規程の一部を改正する訓令

保健所長に対する事務委任規程（昭和３０年愛媛県訓令第８

号）の一部を次のように改正する。

本則第５４号中「及びクリーニング業法施行規則（昭和２５年

厚生省令第３５号）第１条の２の規定による」を「の規定によ

るクリーニング所又は無店舗取次店の営業、変更又は営業の

廃止の」に改め、本則第５４号の３の次に次の１号を加える。

５４の４ クリーニング業法第９条の規定により、期間を定め

て業務を停止すること。

本則第５５号中「クリーニング所」の下に「又は業務用の車

両」を加え、本則第５５号の２中「営業者がクリーニング業法

第３条又は第４条の規定に違反していると認められるときに

、営業者に」及び「、これらの規定を守らせるために」を削

り、「むね」を「旨」に改め、本則第５５号の３を削り、本則

第５５号の４中「規定により、」の下に「期間を定めて」を、

「閉鎖」の下に「若しくは業務用の車両の営業のための使用

の停止」を加え、同号を本則第５５号の３とし、本則第５５号の

５を本則第５５号の４とする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

公 告

�公 告

准看護師試験の施行について

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第１８条の

規定により、平成１６年度准看護師試験を次のとおり施行する

。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の場所

松山市道後町２丁目１１－１４

愛媛看護会館・同看護研修センター

２ 試験の日時

平成１７年２月１２日（土）１３時００分

３ 受験願書の提出期間

平成１７年１月１３日（木）から１月２０日（木）まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるもの

�愛媛県告示第２０４１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年１０月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局伊土検（開）第３３号

平成１６年９月１７日
伊予市中村字幟建甲２１１番１

伊予市中村１６３番地１
冨 士 進

��������������
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は、受け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

〒７９０―８５７０

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部管理局保健福祉課医療対策室

人事委員会規則

�愛媛県人事委員会規則７－９９６
特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。

平成１６年１０月１日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則

特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－

３６８）の一部を次のように改正する。

別表第１越智郡の項を次のように改める。

越智郡 上島町岩城３５７０番地

上島町弓削明神３０５番地

上島町魚島１番耕地１３６６番地

上島町弓削下弓削６９番地１

上島町生名２１２１番地

愛媛県立果樹試験場岩城分場

弓削高等学校

伯方警察署魚島駐在所

伯方警察署弓削駐在所

伯方警察署生名駐在所

２級

大三島町大字宗方３５０３番地１

関前村大字岡村甲６９７番地１８

上島町岩城１５２８番地

上島町岩城５７５１番地

上島町岩城１５３３番地

伯方警察署宗方駐在所

今治警察署関前駐在所

今治中央地域農業改良普及セ

ンター改良普及員岩城駐在所

伯方高等学校岩城分校

伯方警察署岩城駐在所

１級

別表第１南宇和郡の項所在地の欄中「西海町福浦９５８番地

」を「愛南町福浦９５８番地」に改め、同項中

内海村柏３７４番地

御荘町中浦８６６番地

御荘警察署内海駐在所

御荘警察署中浦駐在所

「
を

」

愛南町中浦８６６番地

愛南町柏３７４番地

愛南町船越１３１４番地

御荘警察署中浦駐在所

御荘警察署内海駐在所

御荘警察署船越駐在所

「

に改める

」

。

別表第２南宇和郡の項を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

人事委員会告示

�愛媛県人事委員会告示第４号
へき地等学校の指定（平成１３年１２月愛媛県人事委員会告示

第２号）の一部を次のように改正する。

平成１６年１０月１日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

魚島村立高井神小学校
魚島村立魚島小学校
弓削町立弓削小学校
生名村立生名小学校

「

１�の表越智郡の項学校名の欄中

上島町立高井神小学校
上島町立魚島小学校
上島町立弓削小学校
上島町立生名小学校

「

を に改め、同表南宇和郡の項同

」 」

内海村立魚神山小学校
城辺町立僧都小学校
宿毛市・一本松町篠山小中学校組合立篠山小学校
西海町立福浦小学校
西海町立西浦小学校

「

欄中 を

」

愛南町立魚神山小学校

愛南町立家串小学校

愛南町立中浦小学校

愛南町立僧都小学校

愛南町立福浦小学校

愛南町立西浦小学校

宿毛市・愛南町篠山小中学校組合立篠山小学校

「

に改める

」

。

魚島村立高井神中学校
魚島村立魚島中学校
弓削町立弓削中学校
生名村立生名中学校

「

１�の表越智郡の項学校名の欄中

上島町立高井神中学校
上島町立魚島中学校
上島町立弓削中学校
上島町立生名中学校

「

を に改め、同表南宇和郡の項同

」 」

「城辺町立僧都中学校

欄中 宿毛市・一本松町篠山小中学校組合立篠山中学校 を

西海町立福浦中学校 」

「愛南町立内海中学校

愛南町立中浦中学校

愛南町立僧都中学校 に改める

愛南町立福浦中学校

宿毛市・愛南町篠山小中学校組合立篠山中学校」

。

２�の表越智郡の項学校名の欄中「岩城村立岩城小学校」
を「上島町立岩城小学校」に改め、同表南宇和郡の項同欄中

「内海村立家串小学校
を
「愛南町立柏小学校

に改める
御荘町立中浦小学校」 愛南町立船越小学校」

。

２�の表越智郡の項学校名の欄中「岩城村立岩城中学校」
を「上島町立岩城中学校」に改め、同表に次のように加える

。

南宇和郡 愛南町立西海中学校

３�の表に次のように加える。

南宇和郡 愛南町立赤水小学校

３�の表南宇和郡の項を削る。

公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第１１号
愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則

及び警備業法施行細則の一部を改正する規則を次のように定
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める。

平成１６年１０月１日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する

規則等の一部を改正する規則

（愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規

則の一部改正）

第１条 愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関す

る規則（昭和４５年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を

次のように改正する。

別表第１の�の表御荘警察署所在地の項所管区の欄中「
菊川、平山、長洲、平城」を「御荘菊川、御荘平山、御荘

長洲、御荘平城」に、「和口、長月、深泥」を「御荘和口

、御荘長月、御荘深泥」に改め、同表城辺駐在所の項同欄

中「平城」を「御荘平城」に改める。

（警備業法施行細則の一部改正）

第２条 警備業法施行細則（平成１５年愛媛県公安委員会規則

第６号）の一部を次のように改正する。

別表１１中「菊川、平山、長洲、平城、和口、長月、深泥

」を「御荘菊川、御荘平山、御荘長洲、御荘平城、御荘和

口、御荘長月、御荘深泥」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

平成１６年１０月１日 印刷
平成１６年１０月１日 発行
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